
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  昇給分を追加支給する場合 

Ｑ：当社は、今月の給与に先ごろ決定した

昇給分を上乗せして支給します。源泉徴収は

どうしたらいいですか？ 

 

Ａ：昇給分は、原則として、支給月の給与

と合計して税額を計算します。 

【解説】 

会社が給与規定の改定に伴ってその差額分

を支給する場合の源泉徴収の取扱いは、次の

ように行うこととなっています。 

①通常の給与に差額分を上乗せして支給する

場合・・・通常の給与と改定差額分との合計

額に対する税額を計算して源泉徴収します。 

②通常の給与を支給した後日に、差額分を支

給する場合(支給月は同じ)・・・差額分を支

給する場合には、通常の給与と改定給与差額

分との合計額に対する税額から通常の給与に

対する税額(当初の源泉税額)を差し引いた金

額に相当する税額を源泉徴収します。 

③差額分の支給をした後日に通常の給与を支

給する場合(支給月は同じ)・・・差額分支給

時にはその差額分に対する源泉税額を徴収し、

通常の給与を支給するときは、通常の給与と

改定給与差額分との合計額に対する税額から

差額分を支給したときの税額(当初の源泉税

額)を差し引いた金額に相当する税額を源泉

徴収します。 

なお、改定給与差額分を一時に支給する場

合、この方法によると徴収税額が多額になる

こともあることから、この方法によらず、改

定給与差額分を賞与として徴収税額を計算す

ることも認められています。 
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